
令和7年度高知県
「現任介護職員等養成支援事業」のご案内

https://corp.tsukui-staff.net/itakujigyo/

申請書の
受付審査

求職者

代替職員を
派遣

研修計画書申請

直接処遇職員が
(介護職・看護職等)
外部研修を受講

対象となる事業所
県内に所在し、人員配置を
満たす以下の事業者
①介護保険法に規定する事業者
②障害福祉サービス事業者
③児童福祉法に規定する事業者

［ 代替職員の派遣期間について ］
法人内で対象研修の申請がある事業所で派遣が可能です。
昨年度迄同様、法人単位での申請が可能ですので、申請日
数内で配属先事業所をご指定頂く事が可能となります。

1事業所の代替職員派遣時間数は
528時間が上限となります

（労働日数換算で66日迄 8時間×22日×３ヶ月）

事業所単位の申請 老人ホーム

代替職員派遣 研修計画時間数合計200時間×4倍※=800時間
800時間÷8時間=100日

1事業所 派遣可能日数 日66
※高知県福祉・介護事業所認証評価制度に参加していない場合は2倍となります。

研修代替事業の活用 イメージ

事業所に勤務をする現任介護等職員等が外部研修を受講
する際、参加予定(年間の研修計画など)の外部研修計画の
時間数に基づき、最大3ヶ月間まで介護職等の代替派遣が
無料で受入れられます。

[ご注意ください]人員配置基準を満たしていない施設・事業所は本事業の対象となりません。

事業の概要について [事業の申請受付・事象実施期間] 令和7年5月2日～令和8年3月31日まで

代替職員の業務範囲
福祉・介護に関する業務全般に従事が可能です。
(身体介護、介護補助、環境整備等)

1

1日8時間以内、週40時間以内(日曜日～土曜日の間)
夜勤帯22:00～05:00は不可

2

運転業務は不可となります。(送迎業務等)3

《 事業内容 》

令和7年度高知県委託事業

[対象となる研修期間]
研修計画申請日～
令和8年3月31日まで

研修申請書について

申請書 研修計画書 添付資料・名簿等 申込完了



事業対象となる研修について

①対象外の職種（直接処遇職員以外、施設長・サービス管理責任者・事務職員・管理栄養士・栄養士・調理員）の職員が受講す
る研修。なお、管理者でも、介護現場を兼務されている方は対象職種に含まれます。

②勤務時間外に受講した研修
③内部研修（施設内　伝達研修等）
④OJT研修（事業所内で実施されるもの）
⑤認知症介護基礎研修
⑥認知症介護実践研修「実践リーダー研修」「実践者研修」
⑦認知症介護指導者養成研修
⑧⑨の規定を満たさないオンライン研修

代替職員派遣の対象とならない研修

研修講師派遣、外国人技能実習生の指導に係る時間も対象となります。

①介護職員初任者研修（スクーリングのみ）
②介護福祉士国家試験受験対策講座等
③介護職員実務者研修（スクーリングのみ）
④介護支援専門員研修（新規受講、既存更新含む）
⑤サービス提供責任者実務者研修
⑥喀痰吸引等研修（職員が講師に従事する時間も含まれます）
⑦国、県、市町村または事業者団体が実施する福祉・介護従事者向け研修等
⑧福祉・介護職員の資質向上に有益であると判断される研修
　※ケアテーマ別研修、高齢者虐待防止・権利擁護研修、ノーリフティングケア研修、アンガーマネジメント研修、新入職員
フォローアップ研修、中堅職員ファーストステップ・ステップアップ研修、BCP作成研修会、アセスメント研修、リスクマ
ネジメント研修等

⑨現任介護職員等の資質向上に資するオンライン研修(研修担当者等が研修時間を設けて職員に指示するもので、1回の
受講時間が1時間を超えるもの。(業務の空いた時間に受講するものは除く。1単元あたりの時間が１時間以内の研修につ
いても、研修時間として設定された時間内に複数単元の研修を受講し、1時間を超える場合は対象とする。)システム等で
受講実績が確認できない場合においても、研修報告書がある場合対象となります。

代替職員派遣の対象となる研修

現任介護職員等の資質向上に資する研修

※高知県福祉・介護事業所認証評価制度の認証事業所、
または参加宣言事業所は派遣期間の算定が他法人の2倍になります。

その他事業所

高知県福祉・介護事業所認証評価制度参加宣言事務所、
または、認証事業所

研修時間数×２（倍）÷８＝派遣可能日数

研修時間数×４（倍）÷８＝派遣可能日数

派遣可能日数は、追加申請を頂きましたら増加致しますが、諸事情等で研修に参加出
来なかった場合は、減少致します。
研修が計画通りに実施できなかった際は速やかにご連絡をお願い致します。
代替派遣職員は派遣可能日数の範囲内で、シフトに組み込み配置する事が可能です。
事業申請後コロナウイルス感染症等にて計画していた研修が延期もしくは中止に
なった際には個別にご相談をお願い致します。

オンライン研修

研修時間数×1（倍）÷8＝派遣可能日数
※従業員20名以下の事業所は研修時間数の2倍となります。


